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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第30期

第３四半期連結
累計期間

第31期
第３四半期連結
累計期間

第30期
第３四半期連結
会計期間

第31期
第３四半期連結
会計期間

第30期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（千円） 4,028,5624,173,4011,192,3181,420,3655,507,201

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
58,326 169,104△40,637 53,102 141,852

当期純利益又は四半期（当期）純

損失（△）（千円）
△75,788 △10,959 △60,364 △8,506 △59,907

純資産額（千円） － － 2,204,6342,058,3632,218,737

総資産額（千円） － － 3,332,4193,507,2163,154,629

１株当たり純資産額（円） － － 67,416.8265,933.0367,887.09

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期（当期）純損失金額（△）

（円）

△2,313.70△350.25△1,858.23△273.00△1,832.70

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ ― － ― －

自己資本比率（％） － － 65.7 58.6 69.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円）
309,671 370,349 － － 306,965

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円）
△7,018 △78,233 － － △5,423

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円）
△295,378△155,392 － － △391,223

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 623,790 661,801 526,900

従業員数（人） － － 588 602 585

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第30期、第30期第３四半期連結累計(会計)期間及び第31期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期(当期)純利益金額は、１株当たり四半期(当期)純損失を計上しているため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容について、重要な変

更はありません。また、関係会社の異動については、「関係会社の状況」に記載のとおりであります。

  

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。  

名称　 住所　
資本金
（百万円）

　
主要な事業の内容　

議決権の所有割合
（％）　

関係内容

（連結子会社）
　

㈱東輪堂　
東京都新宿区　 　　　40　　　　ドキュメンテーション事業　 100

　
多言語翻訳の委託等
役員の兼任３名のほか
当社の従業員１名が同
社の役員に就任してお
ります。
運転資金の貸付
　

　（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

　　　　なお、株式の追加取得により、平成22年７月26日付で連結子会社であるSAS SB Traductionの議決権の所有割合が

51.0％より100.0％となっております。

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 602　　 (24）

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含むほか、契約社員を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を

含んでおります。）は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

 

（２）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 273 （6）

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、契約社員を含んでお

ります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含んでおります。）は、当第３四半期会計期間の平均人員を

（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

　当社グループが行っている事業は、提供するサービスの性質上、生産実績の記載になじまないため省略しておりま

す。

（２）受注状況

　当第３四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ドキュメンテーション事業 629,972 186.6 540,326 165.4

エンジニアリング事業 230,241 144.4 99,254 110.4

技術システム開発事業 446,229 91.7 1,895,030 266.0

合計 1,306,443 132.8 2,534,610 224.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

（３）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

販売高（千円） 前年同期比（％）

ドキュメンテーション事業 496,954 116.4

エンジニアリング事業 234,511　 115.3

技術システム開発事業 688,900 122.5

合計 1,420,365 119.1

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の

総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

金額（千円) 割合（％） 金額（千円) 割合（％）

三菱自動車工業株式会社 338,347 28.3 397,325 27.9

三菱ふそうトラック・バス株式会社 104,593 8.7 149,567 10.5

シャープ株式会社 119,528 10.0 134,642 9.4

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況　

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国向け輸出の増加や政府による緊急経済対策の効果な

ど、景気は持ち直しの動きが見られ、企業収益は回復基調に転じておりますが、急激な円高の進行や厳しい雇用環境

が続くなど、依然として景気を下押しするリスクも存在しております。

当社グループの主要顧客である大手製造業におきましては、エコポイントやエコカー減税・エコカー補助金など

の政策支援による内需拡大や新興国での需要拡大などにより、企業収益が上昇基調に転じ、業績回復に向けての足

がかりをつかみ始めております。

当社グループは、世界的に高い競争力を誇る日本の情報家電産業、産業設備・工作機械産業、自動車産業などに代

表される「ものづくり企業」のＩＴ関連サービスに特化し、ドキュメンテーション事業、エンジニアリング事業、技

術システム開発事業を展開しております。

また、当社グループは従前に引き続き、「ものづくり企業」へのサポート体制をより一層強化し、当社グループが

有する高い技術力を提供することで、顧客企業の多様化かつ高度化する要望に的確に応えてまいりました。

さらに、従来の枠にとらわれないユニークかつ高付加価値サービスの提供による独自路線の確立、優位的地位の

確保を図ることで、“既存顧客の囲い込み”“新規顧客の獲得”および“新規事業の展開”を推進し、さらにはグ

ループ間シナジーの向上による “事業領域の拡大” を進める経営に取り組んでまいりました。

このような状況の下、当社グループの当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、ドキュメンテーション

事業、エンジニアリング事業および技術システム開発事業の各事業ともに前年同期に対し増収増益を達成しまし

た。

当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高1,420百万円（前年同期比19.1％増）、営業利益41百万円（前年同期

は営業損失76百万円）、経常利益53百万円（前年同期は経常損失40百万円）、税金等調整前四半期純利益52百万円

（前年同期は税金等調整前四半期純損失33百万円）、四半期純損失８百万円（前年同期は四半期純損失60百万円）

であります。

なお、のれん償却額83百万円が販売費及び一般管理費に含まれており、当該のれん償却額は税務上の損金となら

ないことから、税金費用が税金等調整前四半期純利益の額を上回っており、結果として税金等調整前四半期純利益

を計上しているものの四半期純損失となっております。

また、当第３四半期連結会計期間において株式会社東輪堂の全株式を取得し、同社を連結子会社としております

が、みなし取得日を当第３四半期連結会計期間末日としております。これにより当第３四半期連結会計期間では、同

社の貸借対照表のみを連結しております。

　

事業別の業績は、次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含

みます。）

　

（ドキュメンテーション事業）

ドキュメンテーション事業におきましては、多言語取扱説明書、３Ｄ動画マニュアルといった当社独自の技術

力を用いた次世代技術資料の作成などに注力してきました。また、特徴ある技術・独自性のある提案により、同業

他社とは一線を画した新規顧客の開拓、高付加価値な技術力を用いた新規事業の開発を進めてきた結果、売上高

は513百万円（前年同期比15.2％増）、営業利益は148百万円（同32.5％増）と前年同期に対して伸長しました。

　

（エンジニアリング事業）

エンジニアリング事業におきましては、“高収益でユニークな製造業の構築に向けて”を基本方針に、ロボッ

ト・システム製造、ＦＡエンジニアリング、メカトロ教材などを手がける株式会社バイナスを軸として、事業の再

構築と高収益化、顧客の選択と集中による収益体質の改善、得意分野のさらなる業務拡大、人的リソースの効果的

な活用に努めてきた結果、売上高は256百万円（前年同期比23.3％増）、営業利益は11百万円（前年同期は営業損

失８百万円）と前年同期に対して伸長しました。

　

（技術システム開発事業）

技術システム開発事業におきましては、業務量確保による利益の創出を図り、持続的安定経営を進めてきまし

た。また、顧客ニーズを捉えた幅広いサービスの提供による業務拡大、既存事業の付加価値向上による利益率改
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善、組織体制の整備を進めてきた結果、売上高は690百万円（前年同期比22.5％増）、営業損失は16百万円（前年

同期は営業損失85百万円）と前年同期に対して伸長しました。

なお、技術システム開発事業の営業費用の中には、「のれん償却額」80百万円が含まれております。

　

　（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間において、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で27百万円の

資金を獲得しましたが、投資活動で15百万円、財務活動で40百万円の資金を要したことにより、当第３四半期連結会

計期間末の資金は、第２四半期連結会計期間末と比較して、27百万円減少し、661百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間において営業活動により獲得した資金は27百万円（前年同期は資金の支出０百万

円）でありました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益52百万円（前年同期は税金等調整前四半期純損失33百万円）、のれん

償却額83百万円（前年同期比０百万円増）、賞与引当金の増加119百万円（前年同期比16百万円減）、仕入債務の

増加117百万円（前年同期比69百万円増）等の資金の増加要因があったことと、売上債権の増加220百万円（前年

同期は売上債権の減少88百万円）、法人税等の支払93百万円（前年同期比82百万円減）等の資金の減少要因が

あったことによります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動では、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による収入が87百万円（前年同期比87百万円増）あっ

た一方、有形固定資産の取得による支出が34百万円（前年同期比34百万円増）、無形固定資産の取得による支出

が30百万円（前年同期比21百万円増）、子会社株式の追加取得による支出が25百万円（前年同期比25百万円増）

あったこと等により、15百万円の資金を要しました（前年同期は資金の獲得３百万円）。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動としては、短期借入金の純増183百万円（前年同期は短期借入金の純減35百万円）、自己株式の売却に

よる収入10百万円（前年同期比10百万円増）があった一方、長期借入金の返済による支出195百万円（前年同期

比195百万円増）、配当金の支払に39百万円（前年同期比14百万円増）があったことにより、40百万円の資金を要

しました（前年同期比19百万円減）。

 

（３）財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末より352百万円増加し、3,507百万円となりました。その

主な要因は、償却によるのれんの減少が178百万円あったものの、現金及び預金の増加165百万円、受取手形及び売掛

金の増加228百万円、有形固定資産の増加45百万円、投資その他の資産の増加48百万円等があったことによります。

なお、のれんの償却は当社の会計方針に則った均等償却を行った結果であります。

（負債）

負債は前連結会計年度末より512百万円増加し、1,448百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増

加85百万円、短期借入金の増加94百万円、未払法人税等の増加126百万円、賞与引当金の計上の増加130百万円、長期

借入金の増加109百万円等があったことによります。

（純資産）

純資産は、当第３四半期連結累計期間で純損失10百万円を計上したこと、剰余金の処分として配当金79百万円を

計上したこと、自己株式の取得に56百万円を充てたこと等により、前連結会計年度末より160百万円減少し、2,058百

万円となりました。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　　重要な研究開発活動はありません。 
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 95,000

計 95,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 34,005 34,005

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

（注）１、２

計 34,005 34,005 － －

　（注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない標準となる株式であります。

２．単元株制度は採用しておりません。 

        ３．大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場と

　ともに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪

証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。　
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（２）【新株予約権等の状況】

　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであり

ます。

株主総会の特別決議日（平成18年３月25日）

 
第３四半期会計期間末日現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,201

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,201

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　151,084（注）

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成25年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価

格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　151,084

資本組入額　　　　 75,542

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者に

おいて、これを行使することを要する。ただし、相続によ

り新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

②　新株予約権発行時において当社または当社子会社の取

締役、相談役、顧問および従業員であった者は、新株予約

権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係

会社の取締役、相談役、顧問または従業員であることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正

当な理由のある場合または相続により新株予約権を取

得した場合はこの限りではない。

③　新株予約権発行時において社外のコンサルタントで

あった者は、新株予約権行使時においても当社との間で

コンサルタント契約を締結していることを要する。ま

た、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立

ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期に

ついて、当社取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないもの

とする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

 

調整後行使価額

 

＝

既発行株式数 ×
調整前

行使価額
＋新規発行又は処分株数×１株当り払込金額又は処分価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年７月１日～

平成22年９月30日 
－ 34,005 － 893,682 － 848,682

 

（６）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間末における株主名簿を確認したところ、前四半期会計期間末において大株主であった

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）は大株主でなくなり、新たに以下の野村信託銀行株式会社

（投信口）が大株主となったことが判明いたしました。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

野村信託銀行株式会社
（投信口）

千代田区大手町２丁目２－２　 707 2.07
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　  520 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  　33,485 33,485
株主としての権利内容に制

限のない標準となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 34,005 － －

総株主の議決権 － 33,485 －

  

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)　

ＣＤＳ株式会社

愛知県岡崎市舞木町　　字

市場46番地
520 － 520 1.52

計 － 520 － 520 1.52

（注）　上記のほか、四半期連結財務諸表において自己株式として認識している当社株式が2,266株あります。　

　　　　これは平成22年２月15日付で導入しました信託型従業員持株インセンティブ・プランにより設立したＣＤＳ従業

　　　　員持株会専用信託口（以下「信託口」という。）が所有する株式であります。会計処理上、当社と当該信託口が

　　　　一体のものであると認識し、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによります。　

   

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 54,40052,00052,00070,00074,70071,50070,50067,00070,000

最低（円） 50,20044,00044,00051,70061,00062,00062,00061,00061,500

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

　

　

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

ＣＤＳ株式会社(E05726)

四半期報告書

12/32



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 710,187 544,900

受取手形及び売掛金 1,490,055 ※1
 1,261,102

商品及び製品 22,185 19,593

仕掛品 ※2
 106,549

※2
 98,492

原材料及び貯蔵品 26,715 29,213

その他 233,550 199,837

貸倒引当金 △1,762 △126

流動資産合計 2,587,480 2,153,014

固定資産

有形固定資産 ※3
 359,313

※3
 314,239

無形固定資産

のれん 238,663 416,972

その他 86,860 83,785

無形固定資産合計 325,524 500,757

投資その他の資産

その他 245,678 197,398

貸倒引当金 △10,780 △10,780

投資その他の資産合計 234,898 186,618

固定資産合計 919,736 1,001,615

資産合計 3,507,216 3,154,629

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 213,558 128,429

短期借入金 265,000 170,015

未払法人税等 126,966 －

賞与引当金 220,653 90,159

受注損失引当金 ※2
 644

※2
 398

未払金 193,437 231,241

その他 170,167 182,361

流動負債合計 1,190,427 802,604

固定負債

長期借入金 109,930 －

退職給付引当金 148,054 132,358

その他 441 929

固定負債合計 258,425 133,287

負債合計 1,448,853 935,892
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 893,682 893,682

資本剰余金 854,616 848,682

利益剰余金 443,423 533,701

自己株式 △126,044 △69,436

株主資本合計 2,065,677 2,206,629

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,091 △1,771

為替換算調整勘定 △1,222 454

評価・換算差額等合計 △7,313 △1,317

少数株主持分 － 13,425

純資産合計 2,058,363 2,218,737

負債純資産合計 3,507,216 3,154,629
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 4,028,562 4,173,401

売上原価 3,003,810 2,945,182

売上総利益 1,024,751 1,228,218

販売費及び一般管理費 ※
 1,038,185

※
 1,101,604

営業利益又は営業損失（△） △13,433 126,614

営業外収益

受取利息 758 511

受取配当金 128 290

為替差益 217 －

雇用調整助成金 78,040 54,244

その他営業外収益 1,387 4,574

営業外収益合計 80,532 59,619

営業外費用

支払利息 2,382 2,364

支払融資手数料 4,870 11,021

為替差損 － 2,353

その他営業外費用 1,519 1,389

営業外費用合計 8,772 17,129

経常利益 58,326 169,104

特別利益

固定資産売却益 － 3

投資有価証券売却益 14,377 －

特別利益合計 14,377 3

特別損失

固定資産除却損 109 1,015

退職給付制度移行に伴う損失 1,858 －

その他の特別損失 － 20

特別損失合計 1,967 1,035

税金等調整前四半期純利益 70,736 168,071

法人税、住民税及び事業税 181,591 236,920

法人税等調整額 △35,432 △59,106

法人税等合計 146,158 177,813

少数株主利益 367 1,218

四半期純損失（△） △75,788 △10,959
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 1,192,318 1,420,365

売上原価 952,534 1,017,614

売上総利益 239,783 402,751

販売費及び一般管理費 ※
 316,158

※
 361,014

営業利益又は営業損失（△） △76,375 41,736

営業外収益

受取利息 172 224

為替差益 － 1,913

雇用調整助成金 37,933 9,519

その他営業外収益 317 1,252

営業外収益合計 38,422 12,910

営業外費用

支払利息 575 793

支払融資手数料 796 630

為替差損 1,246 －

その他営業外費用 66 120

営業外費用合計 2,684 1,544

経常利益又は経常損失（△） △40,637 53,102

特別利益

投資有価証券売却益 9,131 －

特別利益合計 9,131 －

特別損失

固定資産除却損 41 245

退職給付制度移行に伴う損失 1,858 －

特別損失合計 1,899 245

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△33,405 52,857

法人税、住民税及び事業税 73,252 113,756

法人税等調整額 △47,679 △52,392

法人税等合計 25,572 61,364

少数株主利益 1,386 －

四半期純損失（△） △60,364 △8,506
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 70,736 168,071

減価償却費 54,241 53,695

長期前払費用償却額 329 693

のれん償却額 250,591 250,924

賞与引当金の増減額（△は減少） 124,305 123,046

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,196 15,695

受取利息及び受取配当金 △887 △801

支払利息 2,382 2,364

投資有価証券売却損益（△は益） △14,377 －

固定資産除却損 109 1,015

売上債権の増減額（△は増加） 513,563 △180,697

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,745 20,412

その他流動資産の増減額（△は増加） △27,300 17,812

仕入債務の増減額（△は減少） △93,428 71,407

その他流動負債の増減額（△は減少） △131,706 △89,808

その他固定負債の増減額（△は減少） △16,016 △487

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,586 11,329

その他 － 1,441

小計 687,408 466,115

利息及び配当金の受取額 847 764

利息の支払額 △2,237 △1,770

法人税等の支払額 △376,346 △136,600

法人税等の還付額 － 41,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 309,671 370,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △36,000 △36,000

定期預金の払戻による収入 24,000 24,000

有形固定資産の取得による支出 △3,554 △61,703

有形固定資産の売却による収入 － 591

無形固定資産の取得による支出 △8,335 △33,061

投資有価証券の取得による支出 △22,856 △31,200

投資有価証券の売却による収入 37,717 225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,035 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 87,390

子会社株式の追加取得による支出 － △25,906

その他 3,046 △2,569

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,018 △78,233
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 58,986

長期借入れによる収入 － 120,000

長期借入金の返済による支出 － △205,995

自己株式の取得による支出 △24,503 △70,993

自己株式の売却による収入 － 20,319

配当金の支払額 △70,874 △77,710

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,378 △155,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 892 △1,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,167 134,900

現金及び現金同等物の期首残高 615,622 526,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 623,790

※
 661,801
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事

項の変更

（１）連結の範囲の変更　

　　平成22年８月31日に株式会社東輪堂の株式を取得したことに伴い、当第３四半期連

結会計期間より連結の範囲に含めております。なお、株式会社東輪堂のみなし取得日

を当第３四半期連結会計期間末日としているため、当第３四半期連結会計期間にお

いては、同社の四半期貸借対照表のみを連結しております。　　　

　

（２）変更後の連結子会社の数　

　　　４社

２．会計処理基準に関する

事項の変更

（１）受託業務に係る収益の計上基準の変更

　受託業務に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月

27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した業

務契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる業務については工事進行基準（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の業務については検収基準を適用しております。

　これにより、売上高は316,220千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益はそれぞれ101,838千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

（２）「企業結合に関する会計基準」等の適用

　当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　

平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基

準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20

年12月26日公表分）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。　

　

【簡便な会計処理】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

（信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける会計処理について）

　当社は、当社グループ従業員にインセンティブを付与することにより、中長期的な企業価値向上を目指すことを目的に

「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入いたしました。

　本プランでは、当社が信託銀行に「ＣＤＳ従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託

は、今後３年間にわたり従業員持株会が取得する規模の当社株式を予め取得し、その後、従持信託から従業員持株会に対

して定時に当社株式の譲渡を行います。

　当該株式の取得・処分に関する会計処理については、当社が従持信託の債務を保証しており、経済的実態を重視した保

守的な観点から、当社と従持信託は一体であるとする会計処理を行っております。従って従持信託が所有する当社株式

や従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益についても四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末に従持信託が所有する当該株式は、2,266株であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

――――――――――

 

 

 

 

 

※１．連結会計年度末日満期手形

  連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。

 受取手形  2,709千円

※２．仕掛品及び受注損失引当金

　損失の発生が見込まれる受注契約に係る仕掛品と受

注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。

　損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品のうち受注

損失引当金に対応する額はありません。

　

※２．仕掛品及び受注損失引当金

　損失の発生が見込まれる受注契約に係る仕掛品と受

注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。

　損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品のうち受注

損失引当金に対応する額は3,564千円であります。

　

※３．有形固定資産の減価償却累計額

 333,685千円

※３．有形固定資産の減価償却累計額

 323,117千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

※　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 ※　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額 21,077千円

退職給付費用 4,658千円

のれん償却額 250,591千円

賞与引当金繰入額 22,029千円

退職給付費用 6,045千円

のれん償却額 250,924千円

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 ※　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

賞与引当金繰入額 10,062千円

退職給付費用 1,174千円

のれん償却額 83,530千円

賞与引当金繰入額 12,797千円

退職給付費用 1,501千円

のれん償却額 83,863千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 653,790千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △30,000千円

現金及び現金同等物 623,790千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 710,187千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △48,385千円

現金及び現金同等物 661,801千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　34,005株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　   2,786株

　（注）自己株式については当第３四半期連結会計期間末に「ＣＤＳ従業員持株会専用信託口」が所有する

　　　　2,266株を含めて記載しております。

　

３．新株予約権等に関する事項

  ストック・オプションとしての新株予約権

    新株予約権は、提出会社における旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行したストック・

オプションとしての新株予約権のみであり、残高はありません。

 

４．配当に関する事項

（１）配当支払金額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年３月26日

定時株主総会
普通株式 38,982 1,200

平成21年

12月31日

平成22年

３月29日
利益剰余金

平成22年８月６日

　

取締役会　　

普通株式　　　 43,530　 1,300　
平成22年　

６月30日　

平成22年　

９月13日　
利益剰余金　

  

　　　（２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの　

　　　 該当事項はありません。

　

５.株主資本の著しい変動に関する事項

  該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
技術システ
ム開発事業
（千円）

エンジニア
リング事業
（千円）

ドキュメン
テーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 562,106203,275426,9361,192,318 － 1,192,318

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,228 5,062 19,066 25,358(25,358) －

計 563,335208,338446,0021,217,676(25,358) 1,192,318

営業利益（又は損失） (85,108) (8,466) 111,78718,212(94,588) (76,375)

　 

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

 
技術システ
ム開発事業
（千円）

エンジニア
リング事業
（千円）

ドキュメン
テーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 688,900234,511496,9541,420,365 － 1,420,365

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,283 22,307 17,036 40,627(40,627) －

計 690,183256,818513,9901,460,993(40,627) 1,420,365

営業利益（又は損失） (16,741) 11,405　 148,168142,831(101,095) 41,736

　 

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

 
技術システ
ム開発事業
（千円）

エンジニア
リング事業
（千円）

ドキュメン
テーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,961,354740,1231,327,0834,028,562 － 4,028,562

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
9,207 27,988 53,007 90,202(90,202) －

計 1,970,561768,1121,380,0904,118,765(90,202) 4,028,562

営業利益（又は損失） (88,220) (6,755) 381,093286,117(299,550) (13,433)
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当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

 
技術システ
ム開発事業
（千円）

エンジニア
リング事業
（千円）

ドキュメン
テーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,824,878825,2541,523,2684,173,401 － 4,173,401

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
5,840 80,430 58,239144,510(144,510) －

計 1,830,718905,6851,581,5074,317,911(144,510) 4,173,401

営業利益（又は損失） (144,912) 96,998476,767428,853(302,238) 126,614

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

(1）技術システム開発事業

自動車開発部門等における技術システムの開発・運用

(2）エンジニアリング事業

設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援、ロボット・システムの製造、ＦＡエンジニアリング　

(3）ドキュメンテーション事業

取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、Ｗｅｂコンテンツ、ＣＧアニメーション、ｅラーニング、技術プレ

ゼン資料、多言語翻訳

３．会計処理方法の変更

　前第３四半期連結累計期間

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」１．（２）に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用して

おります。この変更に伴うセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　　

当第３四半期連結累計期間

（受託業務に係る収益の計上基準の変更）

　受託業務に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した業務契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる業

務については工事進行基準（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の業務については検収基準を適

用しております。

　これにより、技術システム開発事業において売上高205,404千円増加、営業損失56,882千円減少、エンジニアリ

ング事業において売上高29,964千円増加、営業利益3,897千円減少、ドキュメンテーション事業において売上高

80,851千円増加、営業利益48,853千円増加となっております。

　　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。

  

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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（企業結合等関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月1日　至　平成22年９月30日）

　　　　　取得による企業結合

　  １. 被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠　

　　　　　（１）被取得企業の名称及びその事業内容

　　　　　　　　被取得企業の名称　　株式会社東輪堂

　　　　　　　　事業の内容　　　　　IT関連機器および業務用機器の多言語マニュアル制作、各種翻訳

　　　　　（２）企業結合を行った主な理由

　　　　　　　　株式会社東輪堂がもつ技術力、ノウハウを共有することにより、関東地方での事業領域を拡大し、当社のコア事業

であるドキュメンテーション事業の競争力をより強化することを目的としております。

　　　　　（３）企業結合日

　　　　　　　　平成22年８月31日

　　　　　（４）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

　　　　　　　　企業結合の法的形式　　現金による株式の取得

　　　　　　　　結合後企業の名称　　　変更はありません。

　　　　　（５）取得した議決権比率

　　　　　　　　100％

　　　　　（６）取得企業を決定するに至った主な根拠

　　　　　　　　当社が現金を対価として株式会社東輪堂の発行済株式総数の全株式を取得したためであります。　

　

　　　　　２. 四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　　　　　　　被取得企業のみなし取得日を当第３四半期連結会計期間末日としているため、当第３四半期連結会計期間及び当

第３四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。　

　

　　　　　３. 被取得企業の取得原価及びその内訳

株式の購入代価（現金）　 　30,000千円　

付随費用　 　21,000千円　

　　　　取得価額 　51,000千円　

　

　　　　　４. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　　　　（１）発生したのれんの金額

　　　　　　　　59,300千円

　　　　　（２）発生原因

　　　　　　　　被取得企業による今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

　　　　　（３）償却方法及び償却期間

　　　　　　　　10年間にわたる均等償却

　

　　　　　５．当該企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結

損益計算書に及ぼす影響の概算額

　　　　　　　売上高　　　　　　　　　　　315,673千円

　　　　　　　営業利益　　　　　　　 　　△35,417千円

　　　　　　　経常利益　　　　　　　 　　△38,742千円

　　　　　　　税金等調整前当期純利益   　△77,580千円

　　　　　　　当期純利益　　　　　　　 　△77,699千円

　

　　　　　　（概算額の算定方法）

  企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の

連結損益計算書における売上高および損益情報との差額を影響の概算額としております。

　なお、上記概算額については、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けておりません。　
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　　　　　共通支配下の取引等

　　　　　１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後の名称、取得の目的を含む取

引の概要

　　　　　（１）被取得企業の名称及び事業の内容

　　　　　　　　被取得企業　SAS SB Traduction

　　            事業の内容　技術マニュアル多言語翻訳、ソフトウェアローカリゼーション

　　　　　（２）企業結合日

　　　　　　　　平成22年７月26日　

   　　 　（３）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

　　　　　　　　企業結合の法的形式　少数株主からの株式買取による完全子会社化

　　　　　　　　結合後企業の名称　　変更はありません。　

　　　　　（４）取引の目的を含む取引の概要

　　　　　　　　完全子会社化することで、更なる関係強化を図るとともに経営の自由度を高め、欧州におけるドキュメンテー

ション事業の加速・拡大を目的に同社株式を追加取得するものであります。

　

　　　　　２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年10月26日）に基づき、共

通支配下の取引等のうち少数株主との取引として処理しております。

追加取得した株式に対応する持分を少数株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分を追

加投資額と相殺消去し、追加取得分と追加投資額との間に生じた差額を、のれんとして処理しております。

　

          ３．被取得企業の取得原価及びその内訳

株式の購入代価（現金）　 　25,091千円　

付随費用　 　814千円　

　　　　取得価額 　25,906千円　

　

          ４. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　　　　（１）発生したのれんの金額

　　　　　　　　13,315千円

　　　　　（２）発生原因

　　　　　　　　被取得企業による今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

　        （３）償却方法及び償却期間

　　　　　　　　10年間にわたる均等償却
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額     65,933円03銭１株当たり純資産額 67,887円09銭  

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 2,313円70銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高がありますが、１株当たり四半期

純損失であるため記載はしておりません。

１株当たり四半期純損失金額 350円25銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高がありますが、１株当たり四半期

純損失であるため記載はしておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（千円） 75,788 10,959

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 75,788 10,959

期中平均株式数（株） 32,756 31,290

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

―――――

 

―――――

 

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 1,858円23銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高がありますが、１株当たり四半期

純損失であるため記載はしておりません。

１株当たり四半期純損失金額 273円00銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高がありますが、１株当たり四半期

純損失であるため記載はしておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（千円） 60,364 8,506

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 60,364 8,506

期中平均株式数（株） 32,485 31,159

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

―――――

 

―――――
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　　　該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
  該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月13日

ＣＤＳ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　幸宏　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大橋　正明　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＣＤＳ株式会社の平

成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＣＤＳ株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

　　　　　　管しております。

 　　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月12日

ＣＤＳ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　幸宏　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大橋　正明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＣＤＳ株式会社の平

成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９

月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＣＤＳ株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記事項

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会

計期間より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

　　　　　　管しております。

 　　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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